
資料１ 
 

 

前回定例会（平成２３年１２月７日）以降の原子力安全・保安院の動き 

 

平成２４年１月１１日  

 原子力安全・保安院  

 

１． 緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）のプラント情報表示システム停止及び復旧について 

平成２３年１２月３０日、保安院は、ＥＲＳＳのプラント情報表示システムが作動してい

ないことを確認しました。その後、独立行政法人原子力安全基盤機構において復旧作業を進

め、同年１２月３１日１４時３３分に復旧しました。 

本件は、原子力施設のトラブルに関係するものではありません。 

なお、復旧までの間は、事業者から電話、ＦＡＸ、電子メール等でプラント情報を入手し

て直接入力することにより、ＥＲＳＳによる事故進展を予測することができることから、万

一、事故等が生じた場合には、事業者からプラント情報を定期的に入手することとしていま

した。 

（参考資料 ３ページ） 

 

２． ＥＲＳＳに異常等が発生した場合における対応について 

平成２４年１月４日、ＥＲＳＳのプラント情報表示システム停止及び復旧に関する一連の

事態を受け、保安院は、独立行政法人原子力安全基盤機構に対して、原因究明については結

果がまとまり次第速やかに、再発防止策については同年１月１１日までに、保安院に対し報

告するよう指示しました。併せて、ＥＲＳＳの管理体制の充実、再発防止対策において考慮

すべき事項、異常時における連絡・公表のあり方等についても指示しました 

（参考資料 ５～７ページ） 

 

＜検査実績（平成２３年１２月８日～平成２４年１月１１日）＞ 

保安検査：（平成２３年度第３回保安検査）平成２３年１２月８日～１２月１３日 

安全確保上重要な行為に係る保安検査：なし 

定期検査：（７号機）平成２３年１２月２１～２２日 

  以  上 



 

 
 

平成２３年１２月３１日 

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 
 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）のプラント情報 

表示システムの停止及び復旧について 
 

１２月３０日、原子力安全・保安院は、緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）のプ

ラント情報表示システムが作動していないことを確認しました。その後、独立行政法

人原子力安全基盤機構において復旧作業を進め、１２月３１日１４時３３分に復旧し

ました。なお、本件は、原子力施設のトラブルに関係するものではありません。 
 

１．１２月３０日１２時３０分頃、緊急時対策支援システム(ＥＲＳＳ)のプラ

ント情報表示システム（※）が作動していないことが確認されました。 

※格納容器内の圧力や温度等の原子力施設のプラント情報をモニターに表示

するためのシステムのこと。 
 

２．これを受け、ＥＲＳＳを管理するＪＮＥＳにおいて、調査を進めていたと

ころ、現時点までに次の事実関係が確認されました。 

・ 運転中の原子力施設からのプラント情報は、当該情報を集約するデータセン

ターに問題なく伝送されていること 

・ 当該データセンターのハードウェアにも問題がないこと 

・ 事故時の事故進展予測は可能であり問題がないこと 

・ プラント情報表示システムのソフトウェアが機能せず、伝送されたプラント

情報が当該システムに入力されないこと 
 

３．その後、ＪＮＥＳにおいて、ソフトウェアの動作状況の確認等により本シ

ステムの復旧作業を行い、１２月３１日１４時３３分に復旧し、正常に動作

することが確認されました。 
 

４．なお、復旧までの間は、事業者から電話、ＦＡＸ、電子メール等でプラン

ト情報を入手して直接入力することにより、ＥＲＳＳによる事故進展を予測

することができることから、万一、事故等が生じた場合には、事業者からプ

ラント情報を定期的に入手することとしていました。 
 

５．本件につきまして、御不明な点等ございましたら、下記あてお問い合わせ

ください。 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

原子力安全・保安院 原子力防災課長 松岡 建志 

担当者：中島、中崎 

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線４９１１） 

０３－３５０１－１６３７（直通） 



平 成 ２ ４ 年 １ 月 ４ 日

原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）に異常等が発生した

場合における対応について

平成２３年１２月３０日、原子力安全・保安院は、緊急時対策支援システム（ＥＲ

ＳＳ）のプラント情報表示システムが作動していないことを確認し、その後、独立行

政法人原子力安全基盤機構において復旧作業を進め、同月３１日１４時３３分に復旧

しました。一連の事態を受け、本日（４日）、原子力安全・保安院は、同機構に対し

て、原因究明及び再発防止に関する指示を行いましたので、お知らせいたします。

１．平成２３年１２月３０日１２時３０分頃、緊急時対策支援システム(ＥＲＳ

Ｓ)のプラント情報表示システム（※）が作動していないことが確認されました。

※格納容器内の圧力や温度等の原子力施設のプラント情報をモニターに表示

するためのシステムのこと。

２．その後、独立行政法人原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）において、ソフト

ウェアの動作状況の確認等により本システムの復旧作業を行い、同月３１日

１４時３３分に復旧しました。（平成２３年１２月３１日お知らせ済み）

３．このような事態を受け、本日（４日）、原子力安全・保安院は、ＪＮＥＳ

に対して、原因究明については結果がまとまり次第速やかに、再発防止策に

ついては平成２４年１月１１日までに、当院に対し報告するよう指示しまし

た。併せて、ＥＲＳＳの管理体制の充実、再発防止対策において考慮すべき

事項、異常時における連絡・公表のあり方等についても指示しました。

（別添指示文参照）

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 原子力防災課長 松岡 建志

担当者：中島、中崎

電 話：０３－３５０１－１５１１（内線４９１１）

０３－３５０１－１６３７（直通）



経済産業省

平成 24・01・04 原院第 1 号

平 成 ２ ４ 年 １ 月 ４ 日

独立行政法人原子力安全基盤機構

理事長 中込 良廣 殿

経済産業省原子力安全・保安院長 深野 弘行

ＮＩＳＡ－１３５ｄ－１２－１ 

緊急時対策支援システムに異常等が発生した場合における対応に

ついて（指示）

平成２３年１２月３０日、緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」とい

う。）においてプラント情報が表示されない事態（以下「本件事態」という。）

に至りました。貴機構による復旧作業の結果、同月３１日に復旧しましたが、

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）としては、本件事態の発生から復

旧までに約１日を要したこと等を重く受け止めているところです。

これを受け、当院は、同日、貴機構に対して、本件事態の原因究明と再発防

止策の策定を早急に行うよう口頭指示しましたが、下記のとおり改めて指示し

ます。

記

１．本件事態の原因究明（本件事態の発生時点の特定を含む。）については結果

がまとまり次第速やかに、また、再発防止策については対策内容及び実施予

定時期を平成２４年１月１１日までに、当院に対し報告すること。

２．貴機構が管理するＥＲＳＳに係る異常の有無を確認するための体制を直ち

に整備し、再発防止策が策定されるまでの間においても、異常がある場合に

は直ちに関係者に対して通報する仕組みを構築すること。



３．再発防止策の策定に当たっては、次の点を考慮すること。

（１）貴機構が管理するＥＲＳＳに係る異常の有無を確認するためのシステム

を整備し、異常がある場合には直ちに関係者に対して通報する仕組みを構

築すること。

（２）貴機構が管理するＥＲＳＳに係る異常に対して貴機構が適確に対応する

ための手順書を整備すること。

（３）貴機構がＥＲＳＳの保守点検を委託している者との間において、ＥＲＳ

Ｓに係る異常に対して２４時間即応できる体制を構築すること。

４．ＥＲＳＳに係る異常を認知した場合は遅滞なく公表することはもとより、

原子力事業者から貴機構へのプラント情報の伝送が計画的に停止される旨の

連絡を受けた場合は、その旨を速やかに公表すること。

なお、当院がＥＲＳＳに係る異常について連絡を受けた場合には、当院にお

いても遅滞なく公表する。


